
事業者の方へ 

九重町では、エネルギー価格高騰により影響を受けている一般家庭の負担軽減や温室効果ガス排出

量削減を図るため、省エネ性能に優れた家電の購入費補助を本年度行います。つきましては、購入者が

申請の際に必要な書類等を事業者の方々に対応いただくため、事業内容等についてお知らせをさせて

いただきますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

「九重町省エネ家電購入費補助金」事業について 

１．事業目的 

エネルギー価格高騰により影響を受けている一般家庭の負担軽減や温室効果ガス排出量削減を図る

ため、省エネ性能に優れた家電の購入費用の一部補助。 

２．事業内容 

１）対象家電 

 

対象

家電 

①エアコン 省エネ基準達成率１００％以上（壁掛型２０２７年度（壁掛形） 

２０２９年度（壁掛形以外、マルチタイプ） 

②冷蔵庫 省エネ基準達成率１００％以上（目標年度２０２１年度） 

③LED照明器具 省エネ基準達成率１００％以上（目標年度２０２０年度） 

２）補助金額 

対象家電本体購入費（税抜）の２分の１ ※本体から値引き額、ポイント利用額を引いた金額 

【補助上限金額】 

対象家電 町内店舗で購入 町外店舗で購入 

①エアコン ６０，０００円 ４０，０００円 

②冷蔵庫 ６０，０００円 ４０，０００円 

③LED照明器具 ３０，０００円 ２０，０００円 

・補助対象となる家電は新品（未使用）のもの 

・①及び②はそれぞれ購入金額５０，０００円以上、③は購入金額５，０００円以上の商品が対象となる 

・①と③の組合せ及び②と③の組合せ購入可、①と②組み合わせは不可 

３）補助対象者 

・九重町内に住所を有する方 

・町税等滞納の無い方 

・同一世帯に属する者が、この補助金の交付決定を受けていない方 

３．申請の流れ 

❶事前申

請 

❷抽選・

内定 

➌製品 

購入 

❹本申請 ❺審査 ❻交付 

決定 

❼請求 ❽口座 

振込 

 



４．事前申込及び本申請期間 

・事前申込 

期間：令和８年４月２０（月）～６月１２日（金）（申込多数の場合は抽選） 

・本申請 

   内定通知後～令和９年１月２９日（金）までに設置完了し、必要書類を準備の上、九重町役場 住民

環境課まで提出 

５．提出書類 

 提出書類 備   考 

 

 

 

【事前申込】 

事前申込書 ①メーカー 

②型番 

③省エネ達成率 

④本体購入費（税抜） 

を記入 

製品の型番が分かるカタログ等コピー  

 

 

 

 

 

 

【本申請】 

申請書兼実績報告書 内定通知同封 

本体購入費が分かる内訳（購入日・購入額明細・機種型番・

購入店舗）が記載されたレシートまたは領収書のコピー 

 

エアコン・冷蔵庫については、買換え前の家電リサイクル券

の写し 

 

設置後の写真  

申請者本人確認ができるものの写し  

町税等納付状況調書  

交付請求書  

振込口座が確認できる通帳やキャッシュカード写し  

【お願い】 

申請者が申込や申請する際の提出書類で、主に網掛け記載部分について事

業者の方々にご協力をいただく場合がございますので、お手数をおかけいた

しますが、よろしくお願いいたします。 

 

（問合せ先） 

九重町役場 住民環境課 環境グループ  電話：０９７３－７６－３８０２ 


